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東京電力福島第一原子力発電所における特定技能外国人労働者 

に対する労働安全衛生の確保について 
 

厚生労働省は、本日付けで「東京電力福島第一原子力発電所における外国人労働者に

対する労働安全衛生の確保の徹底について」（以下「通達」という。）を東京電力ホール

ディングス株式会社（以下「東京電力」という。）宛てに発出しました。 

本通達では、平成 31 年３月 28 日付け基発 0328 第 28 号「外国人労働者に対する安全

衛生教育の推進等について」及び平成 27年８月 26日付け基発 0826第１号「東京電力福

島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」に基づき、特定

技能外国人労働者を発電所構内外の放射線業務等に従事させることについては、東京電

力において慎重に検討の上、厚生労働省に検討結果を報告するよう要請しています。 

 

（通達の主なポイント） 

 特定技能外国人労働者が従事する場合については、次の第１から第３までの確実な実施を担保さ

れることが前提。 

第１ 東京電力が実施すべき事項  

１ 発電所構内で行われる放射線業務及び各種工事 

（１）安全衛生管理体制の確立 

（２）リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施、安全衛生教育の実施等 

（３）被ばく線量管理 

（４）工事の発注段階からの効果的な被ばく低減対策の検討及び実施 

（５）健康管理対策等 

２ 東京電力が発注する発電所構外で行われる除染等業務及び特定線量下業務 

（１）事業者が、教材の入手又は作成を行うなど、必要な支援を行うこと。 

（２）１の（３）から（５）までに準じて対応すること。 

 

第２ 元方事業者が実施すべき事項  

１ 発電所構内で行われる放射線業務及び各種工事 

（１）安全衛生管理体制の確立 

（２）リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施、安全衛生教育の実施等 

（３）被ばく線量管理 

２ 東京電力が発注する発電所構外で行われる除染等業務及び特定線量下業務 

関係請負人が、必要な安全衛生教育等を実施するよう必要な指導を行うこと。 

 

第３ 特定技能外国人を受け入れる事業者が実施すべき事項 

１ 発電所構内で行われる放射線業務及び各種工事 
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（１）安全衛生管理体制の確立 

（２）リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施、安全衛生教育の実施等 

２ 東京電力が発注する発電所構外で行われる除染等業務及び特定線量下業務 

必要な安全衛生教育等を実施すること。 

  



福島第一原子力発電所における外国人労働者に対する労働安全衛生の確保の徹底に

係る厚生労働省通達に対する報告について 

 

2019 年 5 月 22 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

当社は、2019 年 5 月 21 日、厚生労働省より、福島第一原子力発電所（以下「発電

所」という。）における外国人労働者に対する労働安全衛生の確保の徹底に係る通達

を受領いたしました。             (2019年 5月 21日お知らせ済み) 

 

 通達では、当社が発注する発電所構内外の各業務における安全衛生教育等推進要綱※

に基づく事項の実施を確保すること、特に、在留資格「特定技能」の認定を受けた外

国人労働者（以下「特定技能外国人労働者」という。）が放射線業務等に従事すること

について、極めて慎重な検討を行うとともに、検討結果を厚生労働省に報告するよう

要請をいただいておりました。 

当社は、本日（2019 年 5 月 22 日）、厚生労働省に、上記の検討結果について報告

しましたのでお知らせいたします。 

 

＜報告概要＞ 

・発電所において、特定技能外国人労働者が放射線業務等に従事することについては、

通達のとおり、日本語や日本の労働習慣に不慣れな労働者に対する安全衛生管理体

制を確立する必要があること、放射線に関する専門知識がない労働者が作業するこ

とに起因した労働災害・健康障害が発生する恐れがある等の課題が想定されること

をふまえ、当社としても、極めて慎重に検討する必要があると考えている。 

・また、特定技能外国人労働者が従事するにあたり確実な実施の担保が求められてい

る、「安全衛生管理体制の確立やリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の

実施、安全衛生教育の実施」については、発電所の現場状況を踏まえつつ、適切に

行うことができるのかどうかについて、より慎重に検討すべきと考えており、同検

討には相当の時間を要する。 

・以上のことから、当面の間、発電所での特定技能外国人労働者の就労は行わないこ

ととする。 

・なお、当社としては、発電所における作業の品質、作業の安全・衛生が確保できる

よう、引き続き、協力企業とも連携して、労働環境の整備に向け努めていく。 

 

以 上 

※ 安全衛生教育等推進要綱 

労働者の職業生活全般を通じ、適時適切な安全衛生教育及び研修の推進を図るため、

厚生労働省が定めた要綱。 
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